
【重要事項説明書】 

指定訪問介護サービスのご案内 
 

 

１ サービスの目的 

指定訪問介護（以下「本サービス」という）は介護保険制度を利用される

利用者を対象に、介護支援専門員が立てたケアプランに基づき、要介護状態又

は様々な障害を抱えながらも、可能な限り住み慣れたご自宅で自立した日常

生活を過ごしていただけるように、利用者の状態に応じたサービスを提供し

ます。このサービスは介護保険法の基本理念に基づき、生活の質の確保を重視

し、健康管理・全体的な日常生活動作の維持・回復を図るとともに、在宅介護

を推進し快適な在宅生活が継続できるように支援することを目的とします。 

 

２ サービスの内容 

本サービスは、前項の目的を達成するため、次のようなサービスを提供しま

す。 

（１）身体の介護に関すること 

日常生活動作の程度により、必要な支援及びサービスを提供します。 

① 排泄介助 

ア．トイレ等での排泄介助 

イ．おむつ交換 

② 入浴介助 

  ア．入浴、シャワー浴の介助 

  イ．足浴等部分浴、清拭の介助 

 ③ 食事介助 

  ア．食事摂取のための介助 

 ④ 移動介助 

  ア．体位変換介助 

  イ．室内の移動 

  ウ．車イス等への移乗 

 ⑤ 外出介助（公共交通機関、車イス、徒歩等による） 

  ア．通院介助 

  イ．買い物同行、散歩 

 ⑥ その他の介助 

  ア．洗面、歯磨き、整髪、電気シェーバーでの髭剃り 

  イ．爪きり（巻き爪等変形した爪を除く） 

  ウ．更衣介助 



  エ．服薬確認、服薬するための準備 

（２）生活援助に関すること 

 ① 調理 

  ア．一般的な家庭料理の調理 

  イ．食事の配膳 

  ウ．食事の後片付け、食器洗浄 

 ② 掃除（ただし利用者本人が日常的に使用している場所のみ） 

  ア．居室、寝室、台所、風呂場、洗面所、トイレ、廊下、玄関等 

 ③ 洗濯（家庭用洗濯機で洗える日常的な物のみ） 

  ア．普段着、寝巻き、下着、シーツ、タオル等 

 ④ 寝具の整頓 

ア．布団の上げ下げ、布団干し 

イ．シーツ交換 

 ⑤ 買い物 

  ア．食品の買い物の代行 

  イ．生活必需品の買い物の代行 

 ⑥ その他の生活援助 

  ア．代筆、代読 

  イ．利用者本人が服用する薬取り 

  ウ．利用者本人の手紙等の投函 

 サービスの対象は利用者本人のみとなり、利用者本人以外の身体介護及び

生活援助は行えません。 

 

３ サービス事業所の概要 

（１）事業所の指定状況及びサービス提供地域等 

会社名 株式会社アラウンド 

代表者 代表取締役 林 幸司 

所在地 愛知県名古屋市中区新栄 2 丁目 1 番 5 号 アソルティ新栄 9F 

事業所名 ヘルパーステーション優心 多治見 

管理者 西村 光気 

所在地 岐阜県多治見市池田町 8 丁目 119-3 

電 話 0572-56-9323 ＦＡＸ 0572-56-9324 

介護保険指定番号 2171102466 

通常のサービス提供地域 多治見市池田町 

（２）運営方針 



利用者の個性を大切に、福祉の豊富な知識と介護の技術を備えた職員が

生活リハビリの視点に立ち、より専門的にきめ細やかな心のふれあう対応

をいたします。訪問介護の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医

療・福祉サービス等との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営

を図ります。 

（３）スタッフの体制 

本サービスを担当させていただく職員等の職種、員数及び職務内容は次

のとおりとします。 

（４）営業日及び時間 

営業日 

月曜日から金曜日 

（但し、祝日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く） 

営業時間 

午前９時から午後６時までとします。 

電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

 

４ サービスの提供方法 

（１）サービスの実施にあたっては、利用者の希望に応じて、居宅サービス計画

（ケアプラン）に基づいて提供されます。 

（２）訪問介護員は、サービス実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が

生じた時は家族又は担当の介護支援専門員へ連絡し、救急搬送等の必要な

処置を講じるものとします。訪問介護員は、しかるべき処置をした場合は、

速やかに管理者及び担当の介護支援専門員に報告するものとします。 

区 分 常
勤 

非
常
勤 

主な職務内容 

管理者 １ - 

所属職員を指導監督し、関係機関との

連携を図り、設備や物品の衛生管理を

行い、緊急時の対応をする等、適切な事

業の運営が行われるよう統括します。 

サービス提供責任者 １ - 

訪問介護計画の作成・変更を行い、訪問

介護員に対し、具体的な援助目標及び

援助内容を指示するとともに訪問介護

員の能力や希望を踏まえた業務管理、

研修、技術指導を行います。 

訪問介護員 2  
訪問介護計画に沿ったサービスの提供

を実施します。 



 

５ 加算 

（１）初回加算 

この加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施

した訪問介護と同月内にサービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合、

または他の訪問介護員が訪問介護を行う際に同行した場合に算定されます。 

（２）緊急時訪問加算 

利用者またはその家族等から要請を受け、サービス提供責任者が介護支

援専門員と連携を図り、ケアプランにない身体介護中心型の訪問介護を行

った場合に算定されます。 

（３）2 人の訪問介護員等による訪問介護について 

利用者またはその家族の同意を得ている場合であって、下記のいずれか

の算定要件に該当するとき、所定単位数の 100 分の 200 に相当する単位

数を算定します。詳細につきましては、別表「ご利用料金一覧表」（P.13）

をご参照下さい。 

  －算定要件－ 

   ⅰ）利用者の身体的理由により、１人の訪問介護員等による介護が困難と

認められる場合 

   ⅱ）暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為等が認められる場合 

   ⅲ）その他利用者の状況等から判断して、ⅰ）又はⅱ）に順ずると認めら

れる場合 

（４）夜間・早朝、深夜の訪問介護について 

   夜間または早朝に指定訪問介護を行った場合は、1 回につき所定単位数

の 100 分の 25 に相当する単位数を所定単位数に加算します。 

   深夜に指定訪問介護を行った場合は、1 回につき所定単位数の 100 分の

50 に相当する単位数を所定単位数に加算します。詳細につきましては、別

表「ご利用料金一覧表」をご参照下さい。 

   夜間･･･午後 6 時から午後 10 時までの時間 

   早朝･･･午前 6 時から午前 8 時までの時間 

   深夜･･･午後 10 時から午前 6 時までの時間 

 

６ サービスの利用料金 

（１）介護保険給付の対象となるサービスの利用料 

利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領

サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担

割合証に記載された負担割合を乗じた額とします。 

利用料については、別表「ご利用料金一覧表」をご参照いただくほか、介



護支援専門員より提示されるサービス利用票及び別表にてご確認下さい。 

 

（２）通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施

地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車

を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 

① 事業所の実施地域を越える地点から、片道 10 キロメートル未満 0 円 

② 事業所の実施地域を越える地点から、片道 10 キロメートル以上 100

円 

 

（３）お支払いの方法 

利用者負担金の支払いについては、金融機関の口座振替によるものとし

ます。毎月末日締め翌月２8 日（当日が金融機関の休業日である場合はその

翌日）が振替日となります（ただし、手続き完了までの期間は、例外的にお

振込みにてお支払い頂く場合がございます）。 

 

７ サービスをご利用いただくに際しての注意事項 

（１）利用中止のご連絡について 

利用者のご都合によりサービスを中止する場合には、サービス利用の 

前日（午後６時）までにご連絡下さい。 

（２）キャンセル料について（居宅訪問介護サービスのみ） 

上記期限後のキャンセルは、次のとおりキャンセル料が発生いたします

のでご了承下さい（ただし、容態の急変など緊急やむを得ない事情がある場

合においては、この限りではありません）。 

① サービス前日午後６時までにご連絡いただいた場合 

・・・無料 

② サービス提供開始の 1 時間前までにご連絡いただいた場合 

・・・利用料金の５０％ 

③ それ以外の場合 

・・・利用料金の８０％ 

（３）キャンセル時の交通費のご負担について 

訪問にお伺いして、利用者のご都合でサービスの提供ができなかった場

合は、前項に定めるキャンセル料のほかに、所定の交通費をいただく場合が

ございます。 

（４）損害賠償の範囲について 

サービスのご利用に伴い生じた損害については、当事業所が付保する賠

償責任保険の範囲内において、同保険の約款に従い損害を賠償します。 

（５）設備・物品の利用について 



職員は、感染予防のための手洗い等をはじめ、サービスの提供に伴い必要な

範囲において、訪問先の設備・物品を利用させていただく場合がございますの

で、予めご了承下さい。 

（６）災害時等の対応について 

   本契約期間中または本サービスの提供中であっても、天災等により訪問

介護員等の生命・身体に危険が生じるなど、本サービスを提供することが不

可能または著しく困難な状況が生じたときは、本サービスの提供を中止す

る場合がございます。 

（７）金銭の取扱いについて 

職員は、買い物等生活援助で一時的にお預かりする金銭または利用料以

外の金銭の取扱いはできません。また、当事業所及び職員に対する贈り物や

飲食のもてなし等はご遠慮下さい。 

（８）第三者評価の実施状況について 

提供するサービスの第三者評価は実施しておりません。 

 

８ 緊急時の対応 

（１）緊急時の対応 

サービス提供中において、利用者の健康状態に急変や異常が生じた場合

には、速やかに適切な措置を講じるとともに、ご家族の方及び関係機関への

連絡を行います。あわせて、当該対応の内容については正確に記録し、必要

に応じて関係者へ情報共有を行います。 

具体的な対応手順については「介護現場における緊急時・事故発生時対応

マニュアル」に基づいて対応いたします。 

（２）事故発生時の対応 

転倒や転落など、サービス提供中に事故が発生した場合には、状況確認・

応急処置・関係者への報告等を速やかに行います。あわせて、当該対応の内

容については正確に記録し、必要に応じて関係者へ情報共有を行います。 

具体的な対応手順については「介護現場における緊急時・事故発生時対応

マニュアル」に基づいて対応いたします。 

 

９ 提供するサービスの第三者評価の実施状況 

当事業所では現在、第三者評価は実施しておりませんが、必要と判断した場

合には、実施を検討する可能性があります。 

 

１０ 秘密の保持 

サービスの提供に伴う知り得た利用者の個人情報等につきましては、当事

業所の「個人情報保護方針」に従い、適切に管理いたします。 



 

1０ サービス内容に関する苦情・お問い合わせ 

（１）サービスに関するご相談や苦情は、遠慮なく下記までご連絡下さい。迅速

に対応いたします。 

 

担当者 西村 光気 

ＴＥＬ：０５72―56－9323 

ＦＡＸ：０５72－56－9324 

 

利用者は、上記以外に、市町村の相談・苦情窓口や国民健康保険団体連

合会に苦情を伝えることができます。 

 

多治見市社会福祉協議会 運営適正化委員会 

電話 0572－25－1134 

岐阜県国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口 

電話 ０５8－275－9826 

   岐阜県多治見市役所 高齢福祉課 

    電話 ０５72－22－1111 

以上 
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